
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日
受
領

答

弁

第

七

七

号

内
閣
衆
質
一
九
二
第
七
七
号

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
〝
漏
れ
た
年
金
〞
に
つ
い
て
の
安
倍
総
理
の
国
会
答
弁
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
〝
漏
れ
た
年
金
〞
に
つ
い
て
の
安
倍
総
理
の
国
会
答
弁
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

御
指
摘
の
「
ワ
ー
ス
ト
三
の
業
種
名
」
と
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
三
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
塩
崎
国
務
大
臣
（
以
下
「
大
臣
」
と
い
う
。
）
が
答
弁
し
た
三
つ
の
業
種
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

平
成
二
十
六
年
国
民
年
金
被
保
険
者
実
態
調
査
（
以
下
「
平
成
二
十
六
年
調
査
」
と
い
う
。
）
の
結
果
に
基
づ
き
勤
務
先
の
事

業
所
の
業
種
別
の
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
の
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
る

者
（
以
下
「
可
能
性
の
あ
る
者
」
と
い
う
。
）
の
数
を
機
械
的
に
推
計
す
る
と
、
そ
の
推
計
値
の
多
い
業
種
は
、
委
員
会
に
お

い
て
大
臣
が
答
弁
し
た
と
お
り
、
上
位
よ
り
順
番
に
、
「
卸
売
・
小
売
業
」
、
「
製
造
業
」
、
「
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
業
」

（
以
下
「
三
業
種
」
と
い
う
。
）
と
な
っ
て
い
る
。

平
成
二
十
六
年
調
査
は
、
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
か
ら
お
お
む
ね
無
作
為
に
抽
出
し
た
者
を
対
象
に
調
査
を
行
っ
て
い

る
が
、
そ
の
有
効
な
回
答
の
数
は
業
種
別
の
可
能
性
の
あ
る
者
を
詳
細
に
推
計
す
る
に
は
十
分
で
は
な
く
、
精
度
上
の
課
題
が

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
委
員
会
に
お
い
て
大
臣
が
答
弁
し
た
と
お
り
、
平
成
二
十
六
年
調
査
と
は
別
に
、
日
本

年
金
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
厚
生
年
金
保
険
及
び
健
康
保
険
（
以
下
「
厚
生
年
金
保
険
等
」
と
い
う
。
）
の
適

用
の
可
能
性
の
あ
る
事
業
所
と
し
て
調
査
対
象
と
把
握
し
て
い
る
も
の
（
以
下
「
調
査
対
象
事
業
所
」
と
い
う
。
）
約
六
十
二

一



万
か
所
に
対
す
る
機
構
に
よ
る
実
態
調
査
（
以
下
「
実
態
調
査
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
調
査
対
象
事
業
所
の
業
種
等
の
調

査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
そ
の
結
果
の
集
計
及
び
分
析
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
お
尋
ね
の
「
ワ
ー
ス
ト

三
業
種
へ
の
働
き
か
け
」
と
は
、
委
員
会
に
お
い
て
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
が
答
弁
し
た
三
業
種
も
含
め
た
働
き
掛
け
を
指
す
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
実
態
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
三
業
種
も
含
め
た
関
係
業
界
と
も
連
携
し
た

対
応
に
つ
い
て
適
切
に
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
〝
漏
れ
た
年
金
〞
対
策
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
、
厚
生

労
働
省
及
び
機
構
に
お
い
て
、
厚
生
年
金
保
険
等
の
未
適
用
事
業
所
に
対
す
る
適
用
促
進
に
つ
い
て
、
必
要
な
取
組
を
進
め
て

き
て
い
る
。
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
は
、
機
構
に
お
い
て
、
国
税
庁
か
ら
提
供
を
受
け
た
源
泉
徴
収
義
務
者
情
報
と
、
機
構
が

保
有
す
る
厚
生
年
金
保
険
等
の
適
用
事
業
所
の
情
報
と
を
突
き
合
わ
せ
た
上
で
調
査
対
象
事
業
所
を
特
定
し
、
事
業
主
に
対
し

て
加
入
指
導
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
同
年
度
中
に
新
た
に
九
万
二
千
五
百
五
十
事
業
所
を
厚
生
年
金
保
険
等
の
適
用
事

業
所
と
し
た
ほ
か
、
こ
う
し
た
取
組
の
中
で
厚
生
年
金
保
険
等
の
適
用
対
象
外
と
判
明
し
た
も
の
等
も
あ
り
、
調
査
対
象
事
業

所
の
数
は
、
平
成
二
十
七
年
九
月
末
時
点
で
約
七
十
九
万
か
所
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
平
成
二
十
八
年
八
月
末
時
点
で

な
お
調
査
対
象
事
業
所
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
約
四
十
九
万
か
所
と
、
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。

二



一
方
で
、
平
成
二
十
八
年
三
月
に
国
税
庁
か
ら
機
構
が
提
供
を
受
け
た
情
報
を
用
い
た
結
果
、
新
た
に
約
七
万
事
業
所
が
調

査
対
象
事
業
所
と
し
て
把
握
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
調
査
対
象
事
業
所
は
、
国
税
庁
か
ら
機
構
に
対
す
る
情
報
提
供
に
よ
り

そ
の
都
度
判
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
一
時
点
で
の
結
果
を
も
っ
て
、
お
尋
ね
の
「
毎
年
何
万
件
ず
つ
調
査
対
象
が
積
み
あ

が
る
の
か
」
に
つ
い
て
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
〝
漏
れ
た
年
金
〞
に
つ
い
て
、
現
在
の
取
り
組
み
の
ペ
ー
ス
で
推
移
す
る
と
、
今
後
何
年
程
度
で
解
消
す
る
の

か
」
及
び
「
〝
漏
れ
た
年
金
〞
は
解
消
で
き
な
い
と
考
え
る
」
と
の
御
指
摘
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
既
に
設
立
さ
れ
て
い
る
事
業
所
の
み
な
ら
ず
、
今
後
設
立
さ
れ
る
事
業
所
も
新
た
に
調
査
対
象
事
業
所
と
な
り
得
る
た

め
、
厚
生
年
金
保
険
等
の
適
用
促
進
の
取
組
は
、
継
続
し
て
行
う
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
と
し
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
等
の
未
適
用
事
業
所
に
対
す
る
適
用
が
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
促
進
さ

れ
る
よ
う
、
実
態
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
平
成
二
十
八
年
度
内
に
、
業
種
別
の
対
応
も
含
め
具
体
的
な
対
策
を
取
り
ま
と

め
、
関
係
機
関
と
も
連
携
し
つ
つ
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

三


